
 

 

 

第４ 経済労働部門 
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<充当率> 

75％ 

 

 

 

 

 

＜対象事業＞ 

 以下に掲げる公共的観光施設の設置及び改修事業 

 ア 交通施設（観光道路、遊歩道、橋梁、駐車場、桟橋） 

 イ レクリエーション施設（広場、園地、休憩所、展望台、野営

場、野外劇場、舟遊施設、魚釣場、水浴場施設、泉源開発施設、

テニスコート） 

 ウ 衛生施設（給排水施設、塵芥処理施設、公衆便所） 

 エ 宿泊施設（簡易宿泊施設） 

 オ 管理施設（観光案内所、管理所、標識、修景施設） 

 

 ただし、道路法に基づく道路並びに道路法に基づく道路と一体と

なっている橋梁、都市計画法に基づく公園緑地、都市公園法に基づ

く都市公園、児童福祉法に基づく児童遊園の区域に係る施設の設置

は除く。 

 

＜対象経費＞ 

以下を除き、知事が施設の設置に必要あると認めた経費 

 (1) 用地費、補修費及び事務費（ただし、設計業務を委託した

場合施設の工事費（設計額）の 5/100 以内の設計委託料を除

く。） 

 (2) 単なる施設の撤去費及び仮工作物の設置に要する経費 

 (3) 施設の維持費および単なる維持修繕に要する経費 

 (4) 国庫補助又は他の県費補助の対象となった施設の設置に要

する経費 

 

＜補助率＞ 

区分 
補助率 

（注１） 
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離島 

1/2 以内 

上記以外の地域 1/3 以内 

その他の観光地における

施設 
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振興山村 

離島 

1/2 以内 

上記以外の地域 1/3 以内 

災害復

旧事業

（注２） 

使用料等を徴収しない施設（観光施

設費等補助金により設置した施設） 

2/3 以内 

使用料等を徴収する施設（観光施設

費等補助金により設置した施設） 

1/2 以内 

 （注１） 限度額 1,700 万円（要綱第３・第４） 

 （注２） 原則として、災害救助法適用区域、災害対策基本法に

規定する著しく激甚である災害又はこれに準ずる災害

が発生した地域に限る。 
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＜認定職業訓練実施団体＞ 

 職業能力開発促進法第19条第1項に定める職業訓練の基準に従っ

て同法第24条第1項の認定を受けた職業訓練実施団体 

 

＜職業訓練共同施設の要件＞ 

ア 当該施設を利用することとなる職業訓練実施団体等の訓練

生数を考慮した施設規模であること。また、当該訓練生が永続

的に適正数確保される見通しがあること。 

イ 施設を設置するための土地が確保されていること。 

ウ 施設は耐火構造又はこれに準ずる構造であること。 

エ 施設のうち、国の補助金の交付の対象となる部分は、次に揚 

げるものとすること。 

教室、実習場、管理室（事務室、宿直室、用務員室及び湯

沸室を含む。）、便所、洗面所、廊下（玄関、階段を含む。

）、物置 
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